
 

 

平成21年8月5日 

各      位 

会 社 名  株式会社セブン&アイ・ホールディングス 

代表者名  代表取締役社長 村田 紀敏  

（コード番号 3382 東証第一部） 

問合せ先責任者  取締役  氏家 忠彦             

（TEL．03－6238－3000） 
 
 

当社子会社（株式会社セブン‐イレブン・ジャパン）における 

排除措置命令の受け入れについて 

 

 

 当社の子会社である株式会社セブン‐イレブン・ジャパンは、平成 21 年６月 22 日に公正取引

委員会より受けた排除措置命令の受け入れを正式決定いたしました。つきましては、株式会社セブ

ン‐イレブン・ジャパンのニュースリリース（別添）をご案内させていただきます。 

また、本件による当社連結業績への影響は軽微であると考えております。 

   以 上 



 
 

 
 
 

2009 年 8 月 5 日 
各位 

株式会社セブン-イレブン・ジャパン 
 
 

排除措置命令の受け入れについて 
 
 
 株式会社セブン-イレブン・ジャパンは、2009 年 6 月 22 日に公正取引委員会

（以下 公取委）より排除措置命令を受けた事実について、真摯に受け止める 

とともに、以降、第三者の意見等を踏まえながら公取委とも協議を重ね、    

慎重に検討してまいりました。  
弊社では、本日（8 月 5 日）、当該命令の受け入れについて、公取委に報告          

するとともに正式決定いたしました。 
当該命令に係り、加盟店オーナー様はじめ関係者の皆様方にご心配等を  

お掛けしたことにつきまして、深くお詫び申し上げます。 
 
 弊社は、今後も加盟店様との信頼関係をより一層強固にするとともに、   

加盟店様の満足度をさらに向上すべく、経営努力を続けてまいる所存です。 
 

以上 
 
 
 


